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わたしたちの

NEWSまちのNEWSまちの

　9月6日（土）、町体育館において長寿をお祝いす
る敬老会が開催されました。今回の敬老会では70
歳以上（1,259人）の方々にご案内をさせていただ
き、当日は約350人の方々が出席されました。
　町長のあいさつにはじまり、ご臨席賜りました来
賓の方々から長寿のお祝いの言葉をいただき、また、
ご来場の方々を代表して老人クラブ連合会長小林
辰興さんより敬老会への感謝と、今後ますますの活
躍を約束され、第一部の祝賀式を終えました。
　第二部では、サークル活動のグループ「コール岬」
の皆さんによるコーラスをはじめ、大道芸やものま
ね、歌謡ショーなどのアトラクションが行われ、会
場内の皆さんが和やかで楽しいひとときを過ごさ
れました。
　今後も皆さんの
ご多幸とご健勝を
心よりお祈り申し
上げます。

ご長寿のお祝い
平成26年度 敬老会

87歳以上年齢別・性別集計表（8月1日現在）
年　齢

101 歳
100 歳

99 歳
98 歳
97 歳
96 歳
95 歳
94 歳
93 歳
92 歳
91 歳
90 歳
89 歳
88 歳
87 歳

1 人

3 人
3 人
2 人
3 人
2 人
4 人
5 人
5 人
7 人

10 人
14 人
16 人
14 人
89 人

1 人

3 人
3 人
2 人
5 人
2 人
4 人
7 人
7 人
8 人

15 人
24 人
18 人
17 人

116 人

2 人

2 人
2 人
1 人
5 人

10 人
2 人
3 人

27 人計

男　性 女　性 計

※87歳の人数は、来年の4月1日までに米寿を迎えられる
　方を集計しております。
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お願い
　最近、プラスチック製容器包装ごみの中に異物の混入（特に大人用
の紙おむつ等）が見受けられます。紙おむつは可燃ごみとして処理し
ますので、汚物を取り除いた上で町指定の可燃物用ごみ袋に入れて指
定日に出してください。
　また、タンスなどの粗大ごみの中にも消火器や他のごみを含めて
出されているケースが見受けられます。粗大ごみは、1つの品目につ
き1枚の粗大ごみシールを貼付するのがルールですので、他のごみ
は入れないようご協力をお願いします。
　なお、消火器は町では収集していませんので、下記により処理して
ください。

●問合せ先／役場　住民課　☎68-6103

消火器の廃棄
消火器の処分は（一社）日本消火器工業会が行っています。詳しくはお近くの引取窓口へお問い合わ
せください。
※リサイクルシール代及び運送・保管費用が必要です。

引き取り窓口の探し方
消火器リサイクル推進センターのホームページ http://www.ferpc.jp/accept/ で引き取りを行
っている窓口を検索できます。

直接持ち込む
場合は…？

引き取りを依頼する
場合は…？

特 定 窓 口特 定 窓 口
or

指定引取場所
消火器の引き取りを行える
消火器販売店で、日本全国
に約5,300社あります。

日本消火器工業会が設営したもので、日本
全国に約210ヶ所あります。
※取り扱い窓口で、リサイクルシールを販
　売していない場合があります。
　持ち込まれる際は、事前にお問い合わせ
　いただきご確認ください。

お近くの取り扱い窓口をお探しの際は・・・

電話での事前申し込みが必要です。
申し込みをせずに郵便局へ持ち込んでも対応できません。

TEL : 03-5829-6773
（消火器リサイクル推進センター／リサイクル窓口検索）

伝票と消火器発送用の専用箱が届きますので、その際代引きにてお支払いください。
※上記金額に別途消費税がかかります。
※一部離島を除きます。

全国一律2,200円（税抜、リサイクル費用含む）で、回収を依頼できます。

消火器リサイクル窓口 検索

郵送する場合は…？
※法人は利用できません。

ゆうパック専用コールセンター（郵送のみのお問い合わせとなります。） 0120-822-306

問合せ先　（一社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）
　　　　　TEL03-5829-6773　ホームページ　http://www.ferpc.jp/
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町からの情報発信手段
緊急時に対応した

　平成24年3月1日から運用が始まった緊急速報メールをはじめ、町ではさまざまな
手段で町民の皆さんに災害情報などが伝達できるよう整備を行っています。特に災害
情報は1つの手段よりも複数の方法で伝達する方が、確実に情報を伝えることができ
ます。現時点における町の情報発信手段のなかで、町民の皆さんに活用していただき
たいものについて紹介します。

（表1）町からの情報発信手段一覧

情報の種類 緊急速報メール テレホンサービス

① 緊急地震速報

② 地 震 情 報

③ 東海地震情報

④ 津 波 情 報

⑤ 特 別 警 報

⑥ 国民保護情報

⑦ 避 難 情 報

⑧ 火 災 情 報

●（Jアラート）
●（Jアラート）
●（Jアラート）
●（Jアラート）

●（Jアラート）
●（Jアラート）

●（Jアラート）
●（Jアラート）

● ● ●
●

●

●
●
●
●

●（気 象 庁）

防災行政無線
（戸別受信機）

CTYデータ放送
（10/1から運用開始予定）

（表2）各情報の内容
① 緊急地震速報 ・ 三重県北部に震度4以上の地震発生が予測された場合

・ 町内で震度4以上の地震が発生した場合② 地 震 情 報

・ 東海地震の予知情報等が発表された場合③ 東海地震情報

・ 伊勢湾、三河湾沿岸に大津波警報、津波警報が発表された場合④ 津 波 情 報

・ 町内に特別警報（暴風、大雨、高潮、波浪、暴風雪、大雪）が発表された場合⑤ 特 別 警 報

・ 内閣官房から国民保護に関する情報（弾道ミサイルに関する情報、ゲリラ攻撃情報、
 航空攻撃情報、大規模テロ情報、その他国民保護に関する情報）が発表された場合⑥ 国民保護情報

・ 避難勧告等の避難に関する情報⑦ 避 難 情 報

・ 火災が発生した場所、時間、種類に関する情報⑧ 火 災 情 報

◎テレホンサービス：（正式名）火災救助災害情報案内（自動音声）TEL0594-21-7777
◎（　　）内は情報発信元、記載のない場合は情報発信元は町



5 広報きそさき　2014.10.1

INFOMATION
きそさき

Jアラート（全国瞬時警報システム）とは
　Jアラートは緊急地震速報や弾道ミサイル情報など、対処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、その情
報を国が人工衛星を用いて全国の市区町村等に送信するものです。市区町村は防災行政無線（戸別受信機）など
を自動起動することにより、住民へ緊急情報を瞬時に伝えます。
　町では、Jアラートからの緊急情報を受信した場合、防災行政無線（戸別受信機）を自動起動し、緊急放送を実施
します。これらの情報が放送された場合、ただちに身の安全を確保し、テレビなどをつけ、情報に注意して落ち着
いて行動するようにしましょう。

特別警報とは
　気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して
警戒を呼び掛けていました。これに加え、平成25年8月30日よりこの警報の発表基準をはるかに超える豪雨や
大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警
戒を呼び掛けます。特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災に
おける大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台
風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」
の豪雨等が該当します。特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況
にあると考えられます。周囲の状況や町が発表する避難準備情報や避難勧告、避難指示などの情報に留意し、た
だちに命を守るための行動をとってください。

緊急速報メールとは
　NTTドコモ、au、ソフトバンクの「緊急速報メール」を利用し、避難情報などの緊急災害情報を携帯電話、スマ
ートフォン向けに配信します。事前の登録は必要ありませんが、対応機種かどうかは各社のホームページ等で確認
が必要です。また、ご自身がその時いる場所によって配信されるサービスが異なります。例えば名古屋市にいれば、
名古屋市の情報が配信されます。

正確な情報に基づいて落ち着いた行動を
　災害の発生、または発生の恐れがある場合に、町から避難の情報や指示を出すことがあります。警報が発表さ
れたときや災害の情報があるときなどは、複数の方法で情報収集を行い、危険を感じたら早めの避難行動をとりま
しょう。避難情報の種類は次の通りです。

避難情報 発令時の状況 町民の皆さんがとるべき行動

避 難 勧 告 •通常の避難行動ができる者が避難行動を開始
　しなければならない段階であり、人的被害の発
　生する可能性が明らかに高まった状況

•通常の避難行動ができる者は、計画された避難
　所への避難行動を開始

避難準備情報 •要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が
　避難行動を開始しなければならない段階であり、
　人的被害の発生する可能性が高まった状況

•要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、
　計画された避難所への避難行動を開始（避難支
　援者は支援行動を開始）
•上記以外の者は、家族等との連絡、非常持出品
　の用意等、避難準備を開始

避 難 指 示 •前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人
　的被害の発生する危険性が非常に高いと判断
　された状況、堤防の隣接地等、地域の特性等か
　ら人的被害の発生する危険性が非常に高いと
　判断された状況
•人的被害が発生した状況

•避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確実
　な避難行動を直ちに完了する。
•未だ避難していない対象住民は、直ちに避難行
　動に移るとともに、そのいとまがない場合は生
　命を守る最低限の行動

●問合せ先／役場　危機管理課　☎68-6101
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さ
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は
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。
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後
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Ｈ
２６
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●
健
診
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●
持
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①
受
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保
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③
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④
自
己
負
担
金

※
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２００
円
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す
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受
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券
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す
。）
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０
３
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０
５
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２
２
１
│
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８
４

ヘ
ル
ス
メ
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る
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せ

〜
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食
材
を
活
用
し
た

　
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
献
立
づ
く
り

　
を
学
び
ま
し
ょ
う
〜

　4月からの消費税率引上げによる負担を緩和するため、次の方々に給付金が支給されます。
　これらの給付金を受け取るには、申請が必要で、木曽岬町では10月27日（月）が申請期限です。まだ申
請がお済でない方は、お早めに申請ください。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請書受付の期限は10月27日㈪です！！

●受け取れる方
　平成26年1月1日に木曽岬町に住民登録があり、
　住民税が課税されていない方。
　※課税されている方の扶養親族や、生活保護受給
　　者は除きます。
●支 給 額
　1人につき1万円（1回限り）
　※基礎年金、児童扶養手当、特別児童扶養手当な
　　どの受給者の方は、5千円が加算されます。
●問合せ先
　住民課　☎68-6103

臨時福祉給付金

●受け取れる方
　平成26年1月分の児童手当を受けている子育て
　世帯の方
　※所得が制限額以上の方は除きます。
●支 給 額
　児童手当の対象となる児童（※）1人につき1万円
　（1回限り）
　※臨時福祉給付金や生活保護を受けている児童は
　　除きます。
●問合せ先
　福祉健康課　☎68-6104

子育て世帯臨時特例給付金

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
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① 意見募集の概要　•募集期間／平成26年6月2日から6月30日
　　　　　　　　　 •周知方法／町広報紙、町ホームページの掲載、自治会回覧、閲覧：総務政策課窓口
　　　　　　　　　 •提出方法／電子メール、FAX、郵送又は持参
② 意見募集の結果　意見の総数　8件
③ 意見の概要及び意見に対する当町の考え方（概要）

複合型施設基本設計パブリックコメントの
結果について

ご 意 見
Ｑ１．庁舎機能（行政棟）だけで教育文化棟
　　　をなくし一列の建物にするといい。
Ｑ２．教育棟は見直して行政棟に絞った計
　　　画に変更されたい。

Ｑ７．避難の長期化(期間は？)に向けての
　　　インフラ計画について、コストとの
　　　兼ね合いをどの様に考えているのか、
　　　中途半端はよくない。

Ｑ５．木曽岬町複合型施設基本設計の計画
　　　の内容を町民のみなさんに公開の場
　　　で町長が説明するとよい。

Ｑ８．太陽光パネルは将来設置となってい
　　　るが、防災設備表に記載されており、
　　　同時期にやるべきではないか。

Ｑ６．行政棟･助命壇の外壁･内装の木質化
　　　を。

Ｑ３．住民（町民）は複合型施設がいくらか
　　　かるのか予算が分からないので、こ
　　　の基本設計概要書がいいか悪いか判
　　　断するのに欠けている。
Ｑ４．金額がわからないのに判断がむずか
　　　しい。

　教育文化棟の図書室と町民ホールは、社会教育関係者の方々からの
強い要望があり、建設委員会で議論を重ねた施設です。また、町民ホー
ルは大規模な災害が発生した時の避難所としても位置付けており行政棟
と一体的に整備することで防災機能をより強化できると考えています。
　複合型施設の計画づくりでは、防災拠点と庁舎機能を主要施設とし
て、図書室、町民ホールを新たに整備し、既設の保健センター及び福祉
教育センターと一体化することにより、町民の皆様が安心して暮らせる防
災拠点の整備と誰もが集い憩う“まち”の中心となる施設を造りたいと進
めてきました。

　基本設計の意見募集は、配置、平面、断面、外装、内装、防災、環境
等の基本方針に意見をいただくことを考えていました。
　事業費は、基本設計の段階では概算事業費となりますので詳細の提
示を控えました。
　今後の実施設計では、平成24年度に作成の基本計画で示された想
定概算事業費と近年の諸物価変動による実勢価格等から建設事業費を
積算することになります。施設の効果を考慮し建設費の抑制に努めます。

　木曽岬町複合型施設建設計画を進めるのに、町内の有識者や議会、
公募の方々で複合型施設建設委員会を組織し、協議を進め住民参加型
の計画づくりを進めてきました。
　この度の、パブリックコメントについても全戸回覧にてお知らせし、これ
までも基本構想、基本計画など節目ごとに住民の皆様に意見募集を行
い、計画を進めてきました。今後も皆様からのご意見をいただき協議を重
ね情報の公開に努めます。

　複合型施設では、一時避難者を約1,200人収容できる施設として計
画しています。
　長期化する避難対策も想定し整備計画を立てていますが、大規模な災
害の場合は被災の状況に応じて一時避難所又は指定避難所への避難や
広域的避難を考える必要があります。個々の避難行動は、町の地域防災
計画、避難所整備計画の中で検討していくこととなり危機管理課にて両
計画の策定に取り組んでいます。

　現在の計画における災害時の電源は、非常用発電機で確保していま
すが、更なる電源確保の方法として、太陽光発電と蓄電システムを導入
することについて、係る費用と効果を実施設計のなかで再検討したいと
考えています。

　内装の一部は、補助金の活用も考慮し木質化を検討します。外壁材は
強度と経済性を考慮し材質を選定することになります。

町 の 考 え 方
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INFOMATION
きそさき

特
定
健
診
を
受
診
さ
れ

て
い
な
い
方
へ
電
話
勧

奨
の
お
知
ら
せ

　
自
分
で
作
っ
た
野
菜
の
味
は
格
別
で

す
よ
！

　
農
作
業
で
汗
を
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
町
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い
と
余
暇
を
楽

し
む
場
と
し
て
町
で
は
、
ふ
れ
あ
い
農

園（
貸
し
農
園
）を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
規
程
改
正
に
よ
り
、
町

内
企
業
に
お
勤
め
の
方
も
利
用
可
能
と

な
り
ま
し
た
。ぜ
ひ
、ご
応
募
く
だ
さ
い
。

●
区
画
面
積

　
１
区
画
３０
平
方
メ
ー
ト
ル

●
利
用
料

　
年
間　
６
，
０
０
０
円

　
（
年
度
途
中
か
ら
の
利
用
は
月
割
）

●
利
用（
契
約
）期
間

　
契
約
日
か
ら
平
成
２９
年
３
月
３１
日

●
農
園
の
場
所

　
木
曽
岬
町
大
字
源
緑
輪
中
１５７４
番
地

●
申
込
み
受
付
期
限

　
先
着
順
に
受
け
付
け
し
ま
す
。

　
（
空
き
区
画
は
残
り
１４
区
画
で
す
。）

●
利
用
資
格

　
町
内
在
住
者
・
町
内
在
勤
者

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
役
場　
産
業
建
設
課

　
☎
６
８
│
６
１
０
５

　
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
４０
歳
か
ら
７４
歳
の
方
で
、
特
定
健
康

診
査
を
受
診
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、

１１
月
上
旬
か
ら
順
次
電
話
で
受
診
状
況

を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
電
話
連
絡
は
、
町
が
委
託
す
る
受
診

勧
奨
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
専
用
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

（
注
）電
話
の
際
に
、
金
銭
の
振
り
込
み

な
ど
を
依
頼
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
合
せ
先

　
役
場　
住
民
課　
☎
６
８
│
６
１
０
３

ふ
れ
あ
い
農
園
の

利
用
者
募
集
に
つ
い
て

北勢地域若者サポートステーション
出張相談in木曽岬

●内　容／就労に対するさまざま
　　　　　な相談をお受けします。
●対　象／15～39歳で無職の方
　　　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
●日　時／毎月第3木曜日
　　　　　午前10時～正午
●場　所／福祉・教育センター　和室
●問合せ・申込先／
　北勢地域若者サポートステーション
　☎059－359－7280

無料・
要予約

ミ
ニ
情
報

ミ
ニ
情
報

生
活
の

生
活
の

　
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
年
々
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成
２５
年
の
事
故
発

生
件
数
は
約
６３
万
件
、
死
傷
者
数
は
約
７９
万

人
と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故
の
被
害
者

に
も
加
害
者
に
も
な
り
得
る
極
め
て
深
刻
な

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部
分
で
あ
り
、

被
害
者
に
と
っ
て
も
加
害
者
に
と
っ
て
も
悲

惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て
の
ク
ル

マ
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保

す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者
の
救
済
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
一
人
が
、
よ
り
一
層
自
賠
責
制
度
の

役
割
や
重
要
性
、
保
険
金
・
共
済
金
の
支
払

い
の
し
く
み
な
ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す

る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行
は
法
令

違
反
で
す
！

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の
自
動
車

事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠
償
を
目
的
と

し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
、

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車

に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
自
賠
責

保
険
・
共
済
な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令

違
反
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

自
賠
責
が
あ
な
た
と
家
族
を

守
り
ま
す

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済
の
ご
案
内

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
全
国
共
通
）

　
☎
０
５
７
０
│
０
７
０
│
８
１
０

●
受
付
時
間

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
７
時

　
但
し
、
土
・
日
曜
日
は
午
前
１０
時
〜
午
後

　
５
時

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職
場
等

に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と
い
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る

様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け

付
け
る
専
用
電
話
相
談
窓
口
で
す
。

　
相
談
は
、
津
地
方
法
務
局
職
員
又
は
人
権

擁
護
委
員
が
お
受
け
し
ま
す
。
ま
た
、
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

　
　
〜
考
え
よ
う　
相
手
の
気
持
ち

　
　
　
　
育
て
よ
う　
思
い
や
り
の
心
〜

●
問
合
せ
先

　
津
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
５
９
│
２
２
８
│
４
１
９
３

ゼ
ロ
ナ
ナ
ゼ
ロ
の
ハ
ー
ト
ラ
イ
ン

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

１１
月
１７
日
㈪
↓
１１
月
２３
日
㈰
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ご
家
庭
か
ら
粗
大
ご
み
と
し
て
出
さ
れ
た

家
具
類
の
中
で
、
ま
だ
再
利
用
可
能
な
物
を

選
び
、
補
修
及
び
再
生
し
、
展
示
販
売
を
し

ま
す
。

●
展
示
期
間

　
１１
月
３
日（
月
）〜
１１
月
９
日（
日
）

●
展
示
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

●
抽  

選  

日

　
１１
月
１０
日（
月
）

●
場
　
　
所

　
桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合（
管
理
棟
２
階
）

●
対  
象  
者

　
桑
名
市
・
東
員
町
・
い
な
べ
市（
員
弁
町
）・

　
木
曽
岬
町
に
在
住
の
方（
業
者
の
方
は
除
く
）

●
申
込
方
法

　
桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合
に
あ
る
所
定
の

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
う
え
、「
申

　
込
ボ
ッ
ク
ス
」
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
販
売
価
格
（
入
札
方
式
）

　
最
低
販
売
価
格
を
１
０
０
円
か
ら
２
，
５

　
０
０
円
で
設
定
し
て
お
り
、
一
番
高
い
価

　
格
を
つ
け
た
方
に
販
売
致
し
ま
す
。
尚
、

　
同
一
価
格
で
入
札
さ
れ
た
場
合
は
、
抽
選

　
に
な
り
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合　
啓
発
係

　
☎
０
５
９
４
│
３
１
│
１
０
３
１

　
（
桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
に
掲
載
。）

※

家
具
の
引
取
り
後
の
返
品
と
ク
レ
ー
ム
は

　
受
付
け
ま
せ
ん
。

　
（
商
品
の
キ
ズ
、
不
具
合
等
を
ご
了
解
の

　
う
え
で
、
ご
購
入
を
お
願
い
し
ま
す
。）

　
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
労
働
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
悩
み
や
ト
ラ
ブ
ル
、

例
え
ば
、パ
ワ
ハ
ラ
（
職
場
で
の
い
じ
め
や

い
や
が
ら
せ
）、
解
雇
、
退
職
の
勧
奨
等
に

対
し
て
、
専
門
の
相
談
員
が
面
談
あ
る
い
は

電
話
で
当
事
者
へ
の
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
気
軽
に
お
近
く
の
労

働
基
準
監
督
署
内
の
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ

ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
女
性
相
談

員
が
い
る
コ
ー
ナ
ー
を
紹
介
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

　
詳
細
は
三
重
労
働
局
総
務
部
企
画
室
（
☎

０
５
９
│
２
２
６
│
２
１
１
０
）
に
お
問
合

せ
い
た
だ
く
か
、
三
重
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.m
ie-roudoukyoku.

jsite.m
hlw
.go.jp/

）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
日
頃
は
、
桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合
の
ご

み
処
理
事
業
に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、当
組
合
の
可
燃
ご
み
処
理
施
設（
Ｒ

Ｄ
Ｆ
製
造
施
設
）
は
、
平
成
１５
年
３
月
２０
日

に
竣
工
し
て
以
来
１１
年
余
が
経
過
し
て
お
り

ま
す
。
製
造
さ
れ
た
Ｒ
Ｄ
Ｆ
化
固
形
燃
料
は

隣
接
す
る
三
重
県
企
業
庁
の
発
電
所
で
現
在

も
処
理
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
発
電
所
は
平

成
３２
年
度
末
で
終
了
す
る
こ
と
を
、
平
成
２３

年
４
月
に
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

当
組
合
で
は
平
成
３３
年
度
以
降
の
新
た
な
可

燃
ご
み
処
理
の
事
業
計
画
が
急
務
と
な
り
ま

し
た
。

　
今
後
も
構
成
市
町
の
一
般
廃
棄
物
処
理
を

着
実
に
実
施
す
る
た
め
、「
安
全
・
安
心
・

安
定
的
な
施
設
で
地
球
環
境
に
も
十
分
配
慮

し
た
施
設
」
に
加
え
、
発
生
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー

及
び
既
存
施
設
の
有
効
活
用
も
含
め
て
、
住

民
の
皆
様
に
も
親
し
ま
れ
る
施
設
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
今
年
度
よ
り
新
た
な
ご
み
処
理
施
設
整
備

事
業
の
基
本
的
な
方
向
を
目
指
し
、
ご
み
処

理
施
設
整
備
計
画
の
策
定
を
実
施
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
構
成
市
町
（
桑
名
市
・
い
な

べ
市
・
東
員
町
・
木
曽
岬
町
）
に
お
住
い
の

皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
家
具
等
の
展
示

販
売
を
行
い
ま
す

職
場
で
あ
な
た
は
悩
ん
で
い

ま
せ
ん
か

桑
名
広
域
清
掃
事
業
組
合
か

ら
の
お
知
ら
せ

●
月
　
　
日

　
１１
月
１６
日（
日
）

●
参  

加  

費

　
無　
　
料

●
定
　
　
員

　
４０
名
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

●
集
　
　
合

　
午
前
８
時　
桑
名
駅
東
口

●
コ  

ー  

ス

　
桑
名
駅
出
発
│
海
蔵
寺
│【
乗
船
】住
吉
浦

　
│
長
良
川
河
口
堰
│
船
頭
平
閘
門
│【
講

　
演
】木
曽
川
文
庫
│（
散
策
）船
頭
平
公
園

　
│
長
良
川
河
口
堰
│【
下
船
】住
吉
浦
解
散

　
（
午
後
１２
時
３０
分
頃
）

●
申
込
方
法

　
往
復
は
が
き
（
最
大
４
名
ま
で
記
入
可
）

　
に
参
加
者
全
員
の
①
郵
便
番
号
②
住
所
③

　
氏
名（
ふ
り
が
な
）④
年
齢
⑤
電
話
番
号
を

　
明
記
の
う
え
１０
月
３１
日
必
着
で
お
申
し
込

　
み
く
だ
さ
い
。

●
申  

込  

先

　
〒
５１１
│
８５６７
│
桑
名
市
中
央
町
５
│
７１

　
桑
名
地
域
防
災
総
合
事
務
所

　
歴
史
散
策
係

　
☎
０
５
９
４
│
２
４
│
３
８
２
１

歴
史
散
策
　
木
曽
三
川
水
郷

の
旅
　
輪
中
文
化
に
ふ
れ
る
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「
求
職
者
支
援
制
度
」
と
は
、
雇
用
保
険

を
受
給
で
き
な
い
方
が
、
職
業
訓
練
に
よ
る

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
通
じ
て
早
期
就
職
を
実
現

す
る
た
め
に
、
国
が
支
援
す
る
制
度
で
す
。

•「
求
職
者
支
援
訓
練
」
ま
た
は
「
公
共
職

　
業
訓
練
」を※

原
則
無
料
で
受
講
で
き
ま
す
。

　

※

テ
キ
ス
ト
代
な
ど
は
自
己
負
担
に
な
り

　
　
ま
す
。

•
訓
練
期
間
中
も
訓
練
終
了
後
も
、
ハ
ロ
ー

　
ワ
ー
ク
が
積
極
的
に
就
職
支
援
を
行
い
ま

　
す
。

•
一
定
要
件
を
満
た
せ
ば
、
訓
練
期
間
中
月

　
１０
万
円
の
「
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
」
を

　
支
給
し
ま
す
。

●
支
援
の
対
象
と
な
る
方（
＝
特
定
求
職
者
）

　
求
職
者
支
援
制
度
の
対
象
者
は
、
下
記
の

　
全
て
の
要
件
を
満
た
す
「
特
定
求
職
者
」

　
で
す
。

１　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
の
申
込
み
を
し

　
　
て
い
る
こ
と

２　
雇
用
保
険
被
保
険
者
や
雇
用
保
険
受
給

　
　
資
格
者
で
な
い
こ
と

３　
労
働
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
こ
と

４　
職
業
訓
練
な
ど
の
支
援
を
行
う
必
要
が

　
　
あ
る
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
認
め
た
こ
と

　
例
え
ば
、●
雇
用
保
険
に
加
入
で
き
な
か

　
っ
た
　
●
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
（
基
本

　
手
当
）
を
受
給
中
に
再
就
職
で
き
な
い
ま

　
ま
、
支
給
終
了
し
た
　
●
雇
用
保
険
の
加

　
入
期
間
が
足
り
ず
に
失
業
給
付
を
受
け
ら

　
れ
な
い
　
●
自
営
業
を
廃
業
し
た
　
●
就

　
職
が
決
ま
ら
な
い
ま
ま
学
校
を
卒
業
し
た

　
な
ど
の
場
合
が
該
当
し
ま
す
。

※

在
職
中
（
週
所
定
労
働
時
間
が
２０
時
間
以

　
上
）
の
方
、
短
時
間
就
労
や
短
期
就
労
の

　
み
を
希
望
さ
れ
る
方
、
老
齢
年
金
の
受
給

　
者
の
方
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
特
定
求
職

　
者
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

※

特
定
求
職
者
で
あ
る
だ
け
で
は
職
業
訓
練

　
受
講
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
（
別
途
、

　
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
支
給
要
件
を
満

　
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
）。
ま
た
、
特
定

　
求
職
者
が
、
後
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
、

　
雇
用
保
健
受
給
者
と
な
る
な
ど
、
上
記
要

　
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
も
受
給
で

　
き
ま
せ
ん
。

「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
は

　
雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
求
職
者
な
ど

を
対
象
と
し
て
、
民
間
訓
練
機
関
が
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
を
実
施

し
ま
す
。
多
く
の
職
種
に
共
通
す
る
基
本
的

能
力
を
習
得
す
る
た
め
の「
基
礎
コ
ー
ス
」と
、

基
本
的
能
力
と
特
定
の
職
種
の
職
務
に
必
要

な
実
践
的
能
力
を
一
括
し
て
習
得
す
る
た
め

の
「
実
践
コ
ー
ス
」
が
あ
り
ま
す
。

•
訓
練
実
施
機
関
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連

　
携
し
て
就
職
支
援
を
行
い
ま
す
。

•
訓
練
期
間
は
、
１
コ
ー
ス
３
か
月
か
ら
６

　
か
月
ま
で
で
す
。

•
具
体
的
な
コ
ー
ス
情
報
は
、（
独
）高
齢
・

　
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://nintei.jeed.or.jp/
kyushokushien/search/

●
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
に
つ
い
て

　
特
定
求
職
者
が
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
支
援

　
指
示
を
受
け
て
求
職
者
支
援
訓
練
や
公
共

　
職
業
訓
練
を
受
講
し
、
一
定
の
支
給
要
件

　
を
満
た
す
場
合
、
職
業
訓
練
受
講
給
付
金

　
（
職
業
訓
練
受
講
手
当
と
通
所
手
当
）
を

　
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
額

•
職
業
訓
練
受
講
手
当

　
月
額
１０
万
円

•
通
所
手
当

　
職
業
訓
練
実
施
施
設
ま
で
の
通
所
経
路
に

　
応
じ
た
所
定
の
額
（
上
限
額
あ
り
）

※

支
給
申
請
の
対
象
と
な
る
訓
練
期
間
（
給

　
付
金
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
日
数
）
が

　
２８
日
未
満
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
の
手
当
も

　
支
給
額
を
別
途
算
定
し
ま
す
。

※

通
所
手
当
は
、
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的

　
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
通
所
経
路
・
方
法

　
に
よ
る
運
賃
ま
た
は
料
金
の
額
と
な
り
ま

　
す
。

◆
支
給
要
件

　（
以
下
の
全
て
を
満
た
す
方
が
対
象
）

１　
本
人
収
入
が
月
８
万
円
以
下
（※

１
）

２　
世
帯
全
体
の
収
入
が
月
２５
万
円
（
年
３００

　
　
万
円
）
以
下
（※

１
、
２
）

３　
世
帯
全
体
の
金
融
資
産
が
３００
万
円
以
下

　
　
（※

２
）

４　
現
在
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
以
外
に
土

　
　
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い

５　
全
て
の
訓
練
実
施
日
に
出
席
し
て
い
る

　
　
（
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
で

　
　
も
、
支
給
申
請
の
対
象
と
な
る
各
訓
練

　
　
期
間
の
８
割
以
上
出
席
し
て
い
る
）

　
　
（※

３
）

６　
同
世
帯
の
中
に
同
時
に
こ
の
給
付
金
を

　
　
受
給
し
て
訓
練
を
受
け
て
い
る
人
が
い

　
　
な
い
（※

２
）

７　
過
去
３
年
以
内
に
、
偽
り
そ
の
他
不
正

求
職
者
支
援
制
度
が
あ
り
ま

す
！

雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
求
職
者

の
皆
さ
ま
へ職業訓練 早期就職ハローワークの

就職支援

職業訓練受講給付金（月10万円＋通所手当）
◆詳しくは、
住所地を管轄する
ハローワークに
お問い合わせ
ください。
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の
行
為
に
よ
り
、
特
定
の
給
付
金
の
支

　
　
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い

※
１
「
収
入
」
と
は
、
税
引
前
の
給
与
な
ど

　
　
の
他
、
年
金
そ
の
他
全
般
の
収
入
を
指

　
　
し
ま
す
（
一
部
算
定
対
象
外
の
収
入
も

　
　
あ
り
ま
す
）。

※

２
「
世
帯
」
と
は
、
本
人
の
ほ
か
、
同
居

　
　
ま
た
は
生
計
を
一
つ
に
す
る
別
居
の
配

　
　
偶
者
、
子
、
父
母
が
該
当
し
ま
す
。

※

３
「
出
席
」
と
は
、
訓
練
実
施
日
に
全
て

　
　
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
出
席
し
て
い
る
こ

　
　
と
を
い
い
ま
す
。
遅
刻
・
欠
課
・
早
退

　
　
は
欠
席
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　
＊
訓
練
期
間
中
か
ら
訓
練
終
了
後
、
定
期

　
　
的
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
来
所
し
、
職
業

　
　
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
＊
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受
給
し
た
こ
と

　
　
が
あ
る
場
合
は
、
前
回
の
受
給
か
ら
６

　
　
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

　
　
す
（
連
続
受
講
の
場
合
を
除
き
ま
す
）。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

○
求
職
者
支
援
制
度
は
、
熱
心
に
職
業
訓
練

　
を
受
け
、
よ
り
安
定
し
た
就
職
を
目
指
し

　
て
求
職
活
動
を
行
う
方
の
た
め
の
制
度
で

　
す
。
こ
の
た
め
、
一
度
で
も
訓
練
を
欠
席

　
（
遅
刻
・
欠
課
・
早
退
を
含
む
）
し
た
り

　
（
や
む
を
得
な
い
理
由
を
除
く
）、
ハ
ロ
ー

　
ワ
ー
ク
の
就
職
支
援
（
訓
練
終
了
後
の
就

　
職
支
援
を
含
む
）
を
拒
否
す
る
と
、
給
付

　
金
が
不
支
給
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ

　
れ
を
繰
り
返
す
と
、
訓
練
期
間
の
初
日
に

　
さ
か
の
ぼ
っ
て
給
付
金
の
返
還
命
令
な
ど

　
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
欠
席
で
あ
っ

　
て
も
、
上
記
支
給
要
件
５
を
満
た
さ
な
い

　
（
８
割
以
上
の
出
席
が
な
い
）場
合
は
、
職

　
業
訓
練
受
講
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

〈
参
考
〉

　
「
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職

者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」（
平
成

２３
年
法
律
第
４７
号
）
第
１３
条
第
２
項
に
お
い

て
、「
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を

受
け
た
特
定
求
職
者
は
、
そ
の
就
職
支
援
措

置
の
実
施
に
当
た
る
職
員
の
指
導
又
は
指
示

に
従
う
と
と
も
に
、
自
ら
進
ん
で
、
速
や
か

に
職
業
に
就
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
求
職
者
支
援
資
金
融
資
の
ご
案
内

•
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
を
受
給
し
て
も
、

　
そ
の
給
付
金
だ
け
で
は
生
活
費
が
不
足
す

　
る
場
合
に
は
、
希
望
に
応
じ
て
、
労
働
金

　
庫
（
ろ
う
き
ん
）
の
融
資
制
度
を
利
用
す

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

•
貸
付
の
上
限
額
は
、同
居
配
偶
者
等（※
）

　
が
い
る
方
は
月
１０
万
円
、
そ
れ
以
外
の
方

　
は
月
５
万
円
で
す
。

　
（※

）同
居
ま
た
は
生
計
を
一
つ
に
す
る
別

　
　
　
居
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
が
該
当
し

　
　
　
ま
す
。

　
＊
融
資
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
金
庫
の
審

　
　
査
が
あ
り
ま
す
。（
審
査
の
結
果
、融
資

　
　
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　
＊
原
則
と
し
て
未
成
年
者
の
方
は
利
用
で

　
　
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
最
終
返
済
時
年
齢

　
　
は
６５
歳
で
す
。

　
＊
訓
練
を
中
途
退
校
し
た
場
合
、
元
金
据

　
　
置
期
間
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
＊
欠
席
（
や
む
を
得
な
い
理
由
を
除
く
）

　
　
の
繰
り
返
し
、
就
職
支
援
拒
否
、
不
正

　
　
受
給
処
分
な
ど
に
よ
り
職
業
訓
練
受
講

　
　
給
付
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
場
合
は
、

　
　
直
ち
に
債
務
残
高
を
一
括
返
済
し
な
け

　
　
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

•
就
職
を
理
由
と
す
る
返
済
の
免
除
措
置
は

　
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

•
詳
し
く
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

　
公
益
財
団
法
人
・
国
際
青
少
年
研
修
協
会

で
は
、
４
事
業
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
海
外
生
活
を
通
し
て
交
流
を
深
め
、
国

際
性
を
養
う
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

お
ひ
と
り
で
ご
参
加
に
な
る
方
が
８
割
以
上
、

は
じ
め
て
海
外
へ
行
か
れ
る
方
が
７
割
以
上

ご
参
加
さ
れ
ま
す
。
事
前
研
修
会
で
は
仲
間

作
り
か
ら
丁
寧
に
指
導
い
た
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

●
内
　
　
容

　
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・
ク
リ
ス
マ
ス
体
験
・
英

　
語
研
修
・
文
化
交
流
・
地
域
見
学
・
野
外

　
活
動
等

　

※

事
業
に
よ
り
体
験
内
容
を
お
選
び
い
た

　
　
だ
け
ま
す
。

●
派  

遣  

先

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
サ
イ
パ
ン
・
ア
メ
リ

　
カ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン

●
日
　
　
程

　
１２
月
２５
日（
木
）〜
１
月
４
日（
日
）の
内
７

　
〜
１０
日
間

　

※

事
業
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
対
　
　
象

　
小
３
〜
高
３
ま
で

　

※

事
業
に
よ
り
対
象
学
年
が
異
な
り
ま
す
。

●
定
　
　
員

　
各
グ
ル
ー
プ
２０
名

●
参  

加  

費

　
２６
．８
〜
４１
．８
万
円

●
締
　
　
切

　
１１
月
４
日（
火
）

　

※

申
し
込
み
先
着
順

●
問
合
せ
・
資
料
請
求

　
公
益
財
団
法
人　
国
際
青
少
年
研
修
協
会

　
〒
１４１
│
００３１
│
東
京
都
品
川
区
西
五
反
田

７
│
１５
│
４

　
☎
０
３
│
６
４
１
７
│
９
７
２
１

　
ＦＡＸ
０
３
│
６
４
１
７
│
９
７
２
４

　

E-m
ail 　

info@
kskk.or.jp

　
ＵＲＬ http://w

w
w
.kskk.or.jp

小
学
生
３
年
生
〜
高
校
生
の

た
め
の
冬
休
み
海
外
派
遣

参
加
者
募
集
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救
急
車
の
適
正
利
用
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

〜
救
え
る
命
を
救
う
た
め
に
〜

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
を

お
勧
め
し
ま
す
！

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額
免
除
・

一
部
免
除・法
定
免
除
）、若
年
者
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
期
間

が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と

比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金
（
６５
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
）
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る

た
め
に
、
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
古
い

月
分
か
ら
納
め
る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た

期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以

降
の
追
納
の
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一

定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

•
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
残
り
の
納

　
付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
な
け

　
れ
ば
追
納
は
で
き
ま
せ
ん
。

•「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期

　
間
」
が
「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

　
よ
り
古
い
（
先
に
経
過
し
た
）
月
分
で
あ

　
る
場
合
は
、「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生

　
納
付
特
例
期
間
」
が
優
先
し
ま
す
。

•「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」
が
「
若

　
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期
間
」

　
よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分
で
あ
る
場
合
は
、

　
ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か
本
人
が
選

　
択
で
き
ま
す
。

•「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期

　
間
」
の
中
で
は
、
先
に
経
過
し
た
月
分
か

　
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

•「
法
定
免
除・申
請
免
除
期
間
」の
中
で
は
、

　
先
に
経
過
し
た
月
分
か
ら
納
め
る
こ
と
に

　
な
り
ま
す
。

※

追
納
の
お
申
込
み
・
ご
相
談
は
四
日
市
年

　
金
事
務
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
四
日
市
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課

　
☎
０
５
９
│
３
５
３
│
５
５
１
３

　
最
近
、
軽
い
症
状
で
も
救
急
車
を
利
用
す

る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
事
故
に

よ
る
大
ケ
ガ
の
人
や
、
心
筋
梗
塞
な
ど
で
緊

急
に
病
院
へ
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
人
へ
の

救
急
車
の
到
着
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
１
１
９
番
通
報
す
る
前
に
、
本
当
に
緊

急
搬
送
が
必
要
か
、
今
一
度
考
え
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　
救
え
る
命
を
救
う
た
め
に
、

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
桑
名
市
消
防
署　
長
島
木
曽
岬
分
署

　
☎
０
５
９
４
│
４
２
│
３
６
５
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期

間
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る

方
へ

ミーポ君

警察署コーナー ■桑名警察署　　☎（0594）24-0110
■木曽岬駐在所　☎65-3635

●開催日時・場所　10月20日㈪　午後1時～ 4時
　　　　　　　　　桑名市桑栄町1番地1　サンファーレ2階
　　　　　　　　　桑名商工会議所会議室
※秘密は厳守致します。
★暴力団を恐れない・暴力団に金を出さない・
　　　　　　　　　　　　　　暴力団を利用しない★
　県民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活
動の健全な発展に寄与することを目的とした三重県暴力団排
除条例が施行されています。
　条例では、暴力団を孤立化させる施策が整備されています
が、暴力追放三重県民センターでは、暴力団からの不当な要求
や嫌がらせなどに対処するための「民事介入暴力巡回無料法
律相談」を行います。
　相談では、暴力団問題を専門とする相談員・警察官・弁護士
が相談をお聞きします。
　不当要求に泣き寝入りせず、勇気をもってご相談ください。

●問合せ先　暴力追放三重県民センター　☎0120-31-8930
　　　　　　三重県警察本部組織犯罪対策課　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎059-222-0110
　　　　　　桑名警察署　　　　　　　　☎0594-24-0110

●運動期間　10月11日㈯から同月20日㈪までの10日間
●運動の重点
　子どもと女性の犯罪被害防止
　子どもや女性が被害者となる連れ去りやわいせつ事案の割
　合は依然として高い状態にあります。被害者を見たり、聞い
　たり、また、不審者を見たら警察に通報しましょう。
　振り込め詐欺等の被害防止
　警察官や銀行協会の職員を騙る振り込め詐欺が増えていま
　す。不審な電話が架かってきた場合にはすぐに振り込まず、
　家族・警察などに相談しましょう。
　住宅に対する犯罪の被害防止
　空き巣や忍び込は、大切な財産を奪う、許しがたい犯罪です。
　犯人は、現金や貴金属を狙っています。盗られないように用
　心しましょう。
　被害防止対策として、塀や柵を低くし庭木を刈り込むなど、
　庭の見通しを良くし、各種センサー・防犯カメラの設置、堅
　牢な施錠など被害を受けにくい環境の整備が有効でしょう。

民事介入暴力巡回無料法律相談 平成26年全国地域安全運動が
実施されます

★みんなでつくろう安心の街★

町内8月の交通事故
●件数／8件（116件）●死者数／0人（0人）●負傷者数／2人（18人）

（　　）…平成26年累計
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日 時 10月19日㊐
【雨天予備日10月26日㈰】

※入場行進に参加していただける方は午前8時集合
午前8時30分　開会式

場 所 木曽岬小学校校庭

～ 燃えろ！　輝け！　老若男女 ～

第51回

　今年で51回目を迎える『町民体育祭』の
開催まであと約3週間と迫りました。毎年、
白熱する地区対抗綱引きや大縄跳びのほか
に、少しでも多くの方が参加しやすい体育祭
を目指し、今年も誰でも参加できる一般種目
を充実させて開催します。
　体を動かすことを通じ、参加者全員が笑
顔になれる体育祭となるようにご近所、ご家
族連れで参加していただき、みんなで楽しみ
ましょう。

木曽岬町体育協会

小野会長

育委員会
だより

教育委員会
だより

教
問合せ先

教育委員会　☎68-1617
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　9月8日（月）に国際大会出場に伴う激励金の交付が
役場町長室で行われ、“第2回アジアカップ（会場：
台湾）”に出場される嵯峨義也さん（富田子在住）に
加藤町長から激励金が授与されました。
　嵯峨さんは木曽岬ラッキーキッズ（ドッジボール）に
コーチとして所属しており、技術や適性・フィジカル
等審査の一次及び二次審査を見事通過し、その後日本
代表候補合宿に参加し18名の日本代表選手に選出さ
れ9月13日（土）・14日（日）に開催される国際大会出
場へのキップを手にされたものです。
　嵯峨さんからは「優勝して、また報告に来ます！」
という力強い決意表明をされました。

甲地悠人くんに木曽岬町スポーツ特別賞！！

嵯峨義也さん、ドッジボールの国際大会へ！

　木曽岬中学校3年生の花井瑛絵さんが、7月に行わ
れた中学校体育大会（中体連主催）女子柔道個人におい
て、桑員地区大会1位・三重県大会1位の成績をおさ
めました。
　平成26年8月21日（木）には役場町長室にて、「全国
中学校体育大会」出場にあたり表敬訪問が行われまし
た。花井さんからは、三重県大会優勝、東海大会出場、
そして、全国大会に臨む意気込みなどが報告され、町
長より健闘を讃える激励の言葉とともに激励金が手渡
されました。
　8月9日（土）岐阜県で開催された「東海中学校体育
大会」、8月24日（日）に愛媛県で開催された「全国中
学校体育大会」に出場しました。残念ながら、二回戦
に進むことはできませんでしたが、三重県を代表とし
ての健闘を讃えるとともに今後の活躍においても期待
したいと思います。

　8月28日（木）に木曽岬町スポーツ特別賞の表彰が
役場町長室で行われ、甲地悠人くん（田代在住）に加藤
町長から表彰状と記念品が授与されました。
　当賞は全国大会の優勝者や団体を表彰するもので、
甲地くんは８月に稲沢グランドボウル（愛知県）で開催
された「第5回全日本小学生ボウリング競技大会」に
おいて、6年生男子の部で優勝という素晴らしい成績
を収められました。甲地くんからは、「去年の大会で
は3位という結果だったが、今年優勝出来てよかった。
来年の同大会でも、優勝を目指します！」という力強
い決意表明をされました。

あき え

育委員会だより教育委員会だより教

花井瑛絵さん
「全国中学校体育大会」出場！

　木曽岬町給食センターでは、木曽岬町産や三重県産
の食材を使って「地物一番の日」として給食を提供し
ています。（変更になる場合があります）

●10月16日（木）しめじ （秋のきのこスパゲティ）
●10月24日（金）さつまいも （さつまいものお味噌汁）
　
　幼稚園・保育園では今年度も老人クラブの皆さんに
ご協力いただき、芋掘りを行う予定です。さつまいもは、
いろいろな食べ方がありますが、味噌汁に入れると、
とても甘くておいしいです。子どもたちが秋を実感し
ている笑顔が目に浮かびます。

木曽岬町の地物をいかした
給食の献立について

ボウリング
大会で

　　　　
　全国優

勝！！ボウリング
大会で

　　　　
　全国優

勝！！ボウリング
大会で

　　　　
　全国優

勝！！
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育委員会だより教育委員会だより教

　小中学校は10月10日（金）で前期が終了します。平成26年度前期の取り組みの中で最も印象に
残った中学校の平和学習の取り組みについて詳しく紹介します。

中学校 平和学習の取り組みの紹介
　この取り組みは広報8月号で紹介しましたが、中日
新聞でも大きく取り上げられました。
　中学校では3年生が昨年度より修学旅行先を沖縄
に変更し、主に平和について学習を深めてきています。
今年度は5月13日（火）～15日（木）の３日間に実施し、
その学習成果を6月21日（土）に「平和学習発表会」で
発表しました。
　発表会では、修学旅行の3日間の体験はもちろん、
前後の学習内容も盛り込んで、戦争の醜さや平和の
尊さについて1・2年生や保護者・地域の方に発表し
ました。発表は、沖縄の人々に教えてもらったことを中
心に自らが学んだことをまとめて構成しており説得力の
あるものになりました。
　第1部「沖縄の風土」では、冒頭から方言による会話
が繰り広げられ、その解説をするところから始まりまし
た。そのあとには、豊かな自然や伝統文化についての
紹介がありました。パワーポイントによるスライドを使っ
た発表はわかりやすく、沖縄の文化がその独特さゆえ
珍しく思えるものがある一方、食文化などについては、
沖縄県民でなくでも生活に定着しているものもあること
がわかりました。
  第2部「戦場となった沖縄」では、いきなり太平洋戦
争における沖縄地上戦を扱うのではなく、琉球王国時
代の国の支配関係から紹介がありました。ここからも、
沖縄という土地が複雑な歴史的背景によって発展して
きたことがわかりました。
　次に、沖縄地上戦までの経緯についての説明が入
り、いよいよ地上戦でのできごとに話題が移行していき
ました。何といっても地上戦時の防空壕内でのできごと
は外せません。糸数壕の平和ガイドさんや戦争体験者
である大城さんの講話内容をもとに、ひめゆり学徒の
活動の様子
を中心に、壕
内の悲惨な
生活を劇化し
ました。迫真
の演技によ
り、会場に参
加された多く

の方々に戦時中に起こった信じられないできごと、当時
そうせざるを得なかった人々の気持ちなどを深く感じて
いただくことができたと思います。
  第3部「基地問題とこれから」では、沖縄には、普天
間基地、嘉手納基地といった有名な基地以外にも、実
は数多くの米軍用地が存在しており、こうした基地の
是非をめぐって、沖縄県や国では論争が起こっている
ことを、それぞれの立場に分かれて討論会形式の発表
をおこないました。戦争に繋がる基地の存在を否定す
る人、日米協定を重視する人、基地の存在によって成
立する産業に関わる人…。沖縄県民でも意見が分か
れることがよくわかる発表でした。基地の存在がYES

かNOか を
決めればよい
という単純な
ものではない
ということが
会場の皆さ
んにも伝わっ
たと思いま
す。

  発表にたどり着くまでには、全体を動かすリーダーの
存在が必要で、修学旅行の取り組みは、2年時の終わ
りごろから始められ、この発表会まで半年近い期間を
費やしました。その中の大部分で実行委員さんが全体
をリードしてきました。何度も実行委員会を重ね、放課
後の作業や持ち帰りの課題にもしっかりと取り組みまし
た。また、学年の仲間も沖縄で「本物」に触れています
ので、発表会に向けた取り組みの中では、誰もが「伝え
たい」という思いをしっかりと持って、積極的に活動する
ことができました。また、発表を見る側の1・2年生や
保護者のみなさん、学校に関係する方々の真剣な眼差
しにも支えられ、素晴らしい発表となり、彼らを成長さ
せてくれました。こうして修学旅行から平和学習へと続
く仲間との学びは中学校時代の大きな体験学習の1
つとして、この体験が生涯の思い出または将来の生き
方へのキャリアの1つとなることを期待して、今後も継
続していきたいと思います。












